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牛久市教育委員会３月定例会会議録 

 

 

１．日  時  令和８年３月２６日（木）午後１時４５分 

２．場  所  ひたち野リフレビル ４階 第３会議室 

３．出席委員  川村 始子・𠮷原 英夫・宮本 芳子・磯山 貴洋・久野 あい 

４．委員以外  教育部長            小川 茂生 

  の出席者  次長              稲葉 健一 

        次長兼スポーツ推進課長     高橋 頼輝 

        教育総務課       課長  橋本 早苗 

        教育施設課       課長  齊藤 孝順 

        教育支援課       課長  柴山 信一 

        生涯学習課       課長  糸賀 珠絵 

        中央図書館       館長  山越 義弘 

        教育総務課     課長補佐  宮嶋 亮輔 

        教育総務課       主査  小河原 晋 

５．欠席者   なし 

６．会議録署名人 久野 あい 

７．議事事項  議案第 ２号 牛久市文化芸術基本条例について 

        議案第 ３号 牛久市教育委員会防犯カメラの設置及び運用に関する規則の一部を改正 

               する規則について 

        議案第 ４号 牛久市立学校における学校運営協議会に関する規則の一部を改正する規 

               則について 

        議案第 ５号 牛久市立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画に 

               ついて 

        議案第 ６号 牛久市学校現場における働き方改革検討会議設置訓令を廃止する訓令に 

               ついて 

        議案第 ７号 牛久市立学校管理規則の一部を改正する規則について 

        議案第 ８号 牛久市立学校養護教諭及び栄養教諭の標準的な職務の内容及び職務の遂 

               行に関する訓令について 

        議案第 ９号 牛久市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則について 

        議案第１０号 令和８年度学校医学校歯科医の委嘱について 

        議案第１１号 牛久市教育振興基本計画実施計画（令和８年度～令和１０年度）の策定 

               について 

        議案第１２号 情報公開部分決定処分に係る審査請求に対する裁決について 

        議案第１５号 牛久市就学援助規則の一部を改正する規則について 

        報告第 ６号 牛久市文化芸術振興基本計画における進行評価（令和６年度）について 

        報告第 ７号 牛久市文化芸術推進基本計画策定について 
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        報告第 ８号 牛久市文化芸術振興審議会答申について 

        報告第 ９号 牛久市放課後児童健全育成事業補助金の交付に関する告示の一部を改正 

               する告示について 

        報告第１０号 令和７年度牛久市物価高騰に対応するための放課後児童健全育成事業者 

               への補助金の交付に関する告示について 

        報告第１１号 牛久市学校給食費条例施行規則の一部を改正する規則について 

 

８．その他 

 

 

司会 

 

  出席委員が、定数に達したため定例会の成立を宣言。 

 

 

教育長   開会を宣言する。 

 

 

  会議録署名人 久野 あい委員を指名する。 

 

 

教育長   ここで、まず議事に入る前に事務局より説明があります。 

 

 

次長兼スポーツ

推進課長 

  私のほうからなんですけれども、本日の資料、議案の中で、大変申し訳ござ

いません、議案第１３号及び１４号になります。この２件につきまして、今日

の定例会に上程しようと思った案件、地域展開に関するものの教職員の兼職兼

業の件、それから地域クラブとして活動する団体さんを認定する告示なんです

けれども、大変申し訳ございません、内容にちょっと不備がございましたの

で、今回取下げをさせていただきまして、できるだけ速やかに、４月以降の定

例会で上程をさせていただければと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

  以上です。 

 

 

𠮷原委員   すみません、どういうところに不備があったんですか。 

 

 

次長兼スポーツ

推進課長 

  兼職兼業のほうについてなんですけれども、それを認めるか認められないか

というところで、文科省のほうから、令和５年にできた手引の中で、単月で１

００時間、地域の団体での活動、それから学校での本来の業務時間、あとは超

勤４項目といわれた時間内ですか、そういったもので１００時間以上というこ
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とがあって、複数月で８０時間を超えないようにというのがあったんですけれ

ども、その下に、ただし４５時間以内、その１００時間ですとか８０時間です

とか、そういったものをできるだけ少なくということで４５時間以内にするの

が望ましいという文言があったものですから、それがちょっと抜けてしまって

いた文言がございましたので、それを今修正かけているところでございますの

で、できるだけ教職員の方に負担にならないような形での兼職兼業というふう

にしたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

 

𠮷原委員   ちょうど質問したいなと思っていたところなので、よかったです。 

 

 

教育長   それでは、議事に入ります。 

  議案第２号「牛久市文化芸術基本条例について」、事務局より説明をお願い

いたします。 

 

 

生涯学習課長   議案第２号、牛久市文化芸術基本条例について、ご説明させていただきま

す。 

  こちらにつきましては、令和８年第１回定例市議会へ議案上程前に教育委員

会定例会でお諮りするところでございましたが、遺漏につき大変遅くなりまし

て申し訳ございません。今回お諮りをさせていただきたいと存じます。 

  内容につきましてご説明させていただきたいと存じますので、条例並びに４

枚目の図をご覧いただきながらお聞きいただければと思います。 

  まず、今回の全改正に至りました背景について簡単に御説明を申し上げま

す。 

  国の文化芸術振興基本法が２０１７年に文化芸術基本法に改正され、改正法

では文化芸術振興のみならず、観光、まちづくり、国際交流、福祉、教育、産

業などの各分野における施策と連携し、文化芸術の多様な価値を社会の発展に

活用する点に重点が置かれる内容に変わりました。これを受けまして、市でも

現行条例を全部改正し、新たに文化芸術基本条例として制定するものでござい

ます。 

  ４枚目の表をご覧いただきますと、現行条例の目的と現状の課題、そして条

例改正後の要点が書かれております。大きな改正点の内容といたしましては、

２つ目にあります市の文化芸術の根幹となる基本理念について明文化されてお

りませんでしたので、他分野との相互の連携の配慮などをうたう形とさせてい

ただきました。また、４点目にあります国の法制度と計画の名称を整合させ、

後でご説明、報告させていただきますが、文化芸術推進基本計画を策定すると

いう形になりまして、こちらの計画に基づき計画的、継続的に推進してまいる

形になるかと思います。 
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  最後にまとめといたしましては、今回の牛久市文化芸術基本条例の制定によ

り、国の上位法である文化芸術基本法に沿って内容を整理し直すことで、文化

芸術に対する市の考え方を基本理念として明確にするとともに、芸術に関係す

る各主体の役割をそれぞれ明記し、市の文化芸術を地域全体で支え育てる基盤

として整理するものでございます。 

  簡単ですが、説明は以上です。 

 

 

   議案第２号について質疑を受けるが質疑なし。出席者全員の賛成を得る。 

 

 

教育長   次に、議案第３号「牛久市教育委員会防犯カメラの設置及び運用に関する規

則の一部を改正する規則について」、事務局より説明をお願いいたします。 

 

 

生涯学習課長   牛久市教育委員会防犯カメラの設置及び運用に関する規則の一部を改正する

規則についてご説明を申し上げます。 

  １枚おめくりいただきまして、２枚目の別表中の新旧対照表をご覧いただき

たいと思います。 

  中央生涯学習センターには、現在これまで１８基の防犯カメラを搭載してお

りましたが、今回この別表中にありますとおり、中央生涯学習センターの大道

具搬入口に１つ、２階展示ホールに１つということで２つ増設となりましたの

で、こちらに関して規則の一部を改正する規則を上程させていただきます。 

  これにより、現在の１８台が２０台の防犯カメラで監視する形となっており

ます。 

  説明は以上でございます。 

 

 

教育長   事務局の説明が終わりました。質問等ありましたらお願いいたします。 

 

 

磯山委員   増設した部分の、その増設の理由というか必要性みたいなものは何かあった

んでしょうか。 

 

 

生涯学習課長   今回増設に至った経緯といたしましては、死角になってしまったり、やはり

例えば大道具搬入口ですとか展示ホール入り口は大変暗くて、ちょっと人がい

るのが見えづらかったり、そういった部分がありますし、双方とも事務所から

かなり離れておりますので、２つ増設させていただいた経緯でございます。 

  以上です。 
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𠮷原委員   ちょっとつまらない質問をしてすみません。 

  防犯カメラはビデオで残りますよね、映像。それはどのくらい残るんです

か。 

 

 

生涯学習課長   今ちょっと資料はないんですけれども、ちょっと調べておきます。すみませ

ん。 

 

 

𠮷原委員   何でかというと、今こういうのがネットで全世界で流れちゃうんですね。防

犯カメラの映像。そういうところの管理がどうなっているのかなという部分

で。 

 

 

生涯学習課長   すみません、そこまで把握しておりませんが…… 

 

 

𠮷原委員   １週間とか２週間とかで替えられる。 

 

 

生涯学習課長   そうですね、だと思います。 

  余談ですが、防犯カメラがあったことで、駐車場で例えば高齢者の方が、ア

クセルとブレーキを踏み間違って後ろにバックしてしまって壊してしまったと

いう案件などがあったんですけれども、それもカメラで全部写っていたことに

より、警察を呼んで何の滞りもなく処理ができたという事例がございます。 

 

 

教育長   それでは、後でということでよろしくお願いします。 

 

 

   議案第３号について出席者全員の賛成を得る。 

 

 

教育長   次に、議案第４号「牛久市立学校における学校運営協議会に関する規則の一

部を改正する規則について」、事務局より説明をお願いいたします。 
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生涯学習課長   牛久市立学校における学校運営協議会に関する規則の一部を改正する規則に

ついて、ご説明を申し上げます。 

  こちらにつきましては、牛久市立学校における学校運営協議会に関する規則

の一部を次のように改正するものでございます。 

  第１１条第１項中第４号を第５号とし、第３号を第４号とし、第２号の次に

次の１号を加えるものでございます。公立の義務教育諸学校等の教育職員の給

与等に関する特別措置法（昭和４６年法律第７７号）第７条第１項に規定する

業務量管理・健康確保措置の実施に関すること。 

  この規則は、令和８年４月１日から施行する予定でおります。 

  説明は以上です。 

 

 

教育長   事務局の説明が終わりました。質問等ありましたらお願いいたします。 

 

 

磯山委員   第１１条第１項は、どういった条文になっているんですか。 

 

 

生涯学習課長   すみません、こちらも後でお示ししてよろしいですか。終わるまでにお示し

したいと思います、すみません。 

 

 

磯山委員   分かりました。これが加わるということですよね。 

 

 

生涯学習課長   はい。 

 

 

教育長   給特法の業務量管理が加わっていくということで、それについて学校運営協

議会でも審議をしていくというような流れになる形だと思います。 

 

 

   議案第４号について出席者全員の賛成を得る。 

 

 

教育長   次に、議案第５号「牛久市立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保

措置実施計画について」、事務局より説明をお願いいたします。 

  こっちが先のほうがよかったね、きっとね。 
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教育総務課長   議案第５号、牛久市立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実

施計画につきまして、ご説明いたします。 

  こちらにつきましては、総合教育会議でも進捗について取り上げましたけれ

ども、令和８年４月１日施行の給特法の改正により、教育委員会に対し学校の

教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画の策定が義務づけられた

ものでございます。策定に当たりましては、校長会、教頭会、教務主任会、学

校事務職員を通して学校現場の意見を伺い、計画案の作成を進めてまいりまし

た。 

  内容につきまして、概要をご説明いたします。 

  ページをめくっていただきまして、資料の３ページになります。 

  計画の趣旨を記載してございますが、先生方が授業やその準備に集中できる

時間、自らの専門性を高めるための研修の時間や児童生徒と向き合うための時

間を十分に確保し、児童生徒に対して効果的な教育活動ができるよう必要な取

組を進めることを記載しています。 

  次のページになります、４ページですね。 

  現状を記載しております。令和６年度の時間外在校等時間の状況は、全体で

年平均月３７時間３２分となっております。 

  次のページに移りまして、５ページ、６ページには目標を記載してございま

す。 

  政府が、令和１１年度までに時間外勤務時間が１か月４５時間以下の割合を

１００％にすること、１年間の時間外勤務時間を３６０時間以下とすること、

１か月の時間外在校等時間の平均を３０時間程度にすることを目指しています

ので、牛久市も同様の目標を設定し、市独自の目標としましては、令和８年度

にはまず時間外勤務時間が４５時間以下の割合について令和６年度時点で約６

５％であったものを８０％にし、時間外在校時間８０時間を超過する割合をゼ

ロ％とすることを考えています。 

  さらに、（２）ワーク・ライフ・バランスや働きがいの向上にも重点を置

き、３つ目のポチにありますけれども、年間の年次有給休暇の平均取得日数を

学校閉庁日を除き１０日以上にすること、また、学校評価アンケートにやりが

いに関する項目を設け、働きがいを実感できることを目指そうとしておりま

す。 

  計画の期間につきましては、政府が目標としている令和１１年度までに合わ

せています。 

  資料の７ページ、８ページになりますが、こちらでは令和８年度以降に取り

組むロードマップを示して、次ページ以降では、ロードマップのうち重点事項

を記載しております。ロードマップの緑色の部分は、実施済みの内容を継続す

るものとして記載しています。オレンジ色の箇所が今後進めていきたいと計画

している内容です。 

  幾つかご説明しますと、まず、７ページのイ学校以外が担うべき業務の、番

号でいいますと３番目になります。学校徴収金の徴収・管理では、県の学校徴
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収金の取扱いに関するガイドラインに準じて、現金を扱わず、効率的な事務作

業について学校事務の共同実施協議会で話し合いながら、教材等の公会計化を

求めてまいります。 

  次に、ロ教師以外が積極的に参画すべき業務ですが、６番目です。調査・統

計への回答では、情報発信は保護者連絡システムを変更することによって、今

まで学校から発出していた配布物を市から直接各家庭に連絡できるようにする

予定です。 

  続きまして、９番目になります。学校プールの管理につきましては、プール

開き前の清掃業務について、外部に委託できるように関係部局と調整したいと

考えています。 

  続きまして、１１番です。休み時間の担任以外の対応につきましては、スク

ールアシスタントや学校ボランティアの活用を進めていきたいと考えておりま

す。 

  次のページに移りまして、１３番です。部活動について、令和８年秋に休日

の全ての部活動の地域展開を実現させ、平日の部活動については勤務時間内で

部活動従事時間の設定ができる方向で担当間の調整を図りたいと考えておりま

す。 

  ハ教師の業務だが負担軽減を促進すべき業務としましては、１６番です。学

校評価や成績処理について、自動採点の試行導入を実施予定です。 

  続いて、１９番です。支援が必要な児童生徒・家庭への対応としては、特性

を持つ児童生徒の早期発見と適切な学びの設定のため、５歳児健診の実施に向

けて保健福祉部との話合いを継続してまいります。また、外国人児童生徒やそ

の保護者への日本語指導に係る支援員との連携、訪問型家庭教育支援体制の充

実、学校との連携を促進してまいります。 

  次に、（２）学校における措置の推進では、次期学習指導要領の答申や審議

の進捗も参考にしながら、余白の利用についても検討してまいります。そのほ

か、勤務時間外の電話自動録音機能を令和８年度中に全校に設置し、夏休みに

ついては早出遅出勤務制度を試行予定です。 

  これらの取組について進めていくために、令和８年度に教頭による業務量管

理・健康確保措置プロジェクトチームを立ち上げ、さらなる改革に取り組むほ

か、教務主任と研究主任をメンバーとする次期学習指導要領「余白」プロジェ

クトチームを立ち上げ、検討を進めていく予定です。 

  今後につきましては、４月の校長会で共有後、ホームページの公表予定で

す。また、令和８年度の総合教育会議で計画策定の報告も予定しています。総

合教育会議では、毎年度、進捗状況についても報告することとなります。 

  説明は以上となります。 

 

 

教育長   説明が終わりました。何か質問はありますか。 
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𠮷原委員   質問ではないんですけれども、今度、学校運営協議会でもこの項目が検討さ

れるということでしたよね。 

 

 

生涯学習課長   先ほどお答えできなかったので、学校運営協議会、１１条ということでご質

問ありましたけれども、１１条については、学校長が様々なグランドデザイン

に係る関係のものを、基本方針を承認いただくというのがあるんですけれど

も、その中にこの業務量管理も入ってくると。それが１１条でございますの

で、𠮷原委員がおっしゃっていることも今度承認される形になるかと思いま

す。 

  以上です。 

  先ほどの質問にもお答えさせていただきました。すみません。 

 

 

𠮷原委員   これが今度、学校運営協議会でも検討されるということですよね。そうする

と、やっぱり一般の住民、保護者にもこういうものがあるんだということをき

ちんと周知していかないと、幾ら学校と運営協議会でやっていても、なかなか

先生たちの変わったところというのは理解していただけないのかなと。先生た

ち楽しているわけじゃないんだけれども、何か世の中の流れで働き方改革働き

方改革とどんどん削っていっちゃって、一般の方々になかなか理解されていな

い部分を感じるんですよね。ですから、ぜひせっかくこういうのつくるんだか

ら、ただホームページで載せるだけじゃなくて、事あるごとにやっぱり学校か

ら保護者、学校から地域にそういうことを伝えられると、もっと理解が深まる

のかなと思いますので、検討してください。 

 

 

宮本委員   この中で、いろいろ登下校の見守りとかというのを地域のボランティアの方

に下ろしていきたいという意図は酌めるんですけれども、地域の方といって

も、例えば実際動いてくださる方を私実際想定したりしているんですけれど

も、これは完璧な無償ですよね。有償ボランティアじゃなくて無償というふう

にデザイン的には考えていらっしゃるんですよね。そうですよね。実際細かい

ことをちょっと教頭先生とお話ししたんですね。実際に何時頃見守りしてほし

いんですかということで、おくのはバスだから登下校の見守りはないよと言い

ながら、結局は朝、例えばバスが早く来て７時２０分から子供たちが外で遊ぶ

ので、外で見守ってほしい人、あとバスを降りてからのときに見てほしいと

か、校門に関しては教頭先生がいつも立って横断歩道を渡る子たちは見守って

いますということで、具体的に各学校で本当に必要な時間帯とかも違ってくる

ので、そこを下ろしていただきたいということと、あと、おくのではないんで
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すけれども、保護者の方でＰＴＡ活動ができないということでご協力はできな

いけれども、例えば金銭面でＰＴＡ活動費を少し上げてでもいいから、見守っ

てくださっている方にお支払いしたいなという、そういう若い区長さんたちも

いらっしゃるそうなんです。そこはやっぱり古い区長さんからしたら、俺らは

そんなお金なんかじゃなくて動くんだみたいにおっしゃるんですが、保護者と

すれば、例えば少しでもやってくださる方に感謝の意を表したいということ

で、そういう考えがあるということ、ＰＴＡ活動ができないから、その分外部

の委託じゃないですけれども、そういうことを外部の方にやっていただくとい

うことで、自分もやれないけれども気が楽になるという、そういう考えの方も

いらっしゃるので、その辺、ＰＴＡの方とお話しになるときにはいろんな意見

を吸い上げていただきたいかなと思います。 

  本来ならばＰＴＡも、地域のおじさんたちにすれば保護者の人が動かないの

に俺らは関係ないぞみたいな、そういうことをおっしゃる方もいるんですね、

半分は冗談なんですけれどもね。実際動いてくれるんです、そういう方という

のは。だけれども、ＰＴＡの人が知らんぷりしていて俺らだけ動くのはちょっ

とどうかなみたいな、そんなことをおっしゃる方もいらっしゃいますので、そ

の辺両輪で情報を伝えていってくださるとありがたいかなと思います。 

  現実に先生方が朝７時にもう登校してきている、お子さんの見守りをしてい

て授業の準備全然できないですよね。ぎりぎりまで見ていてそれからというこ

とで、本当にそういう状況であるということ、意外と一般、私たちも想像でき

ていないんです。実際この働き方改革と言っているんですが、先生たちは本当

に早朝から夜、お子さん見守っていろいろ事務作業してということで、深夜ま

でじゃないですけれども７時、８時まで、今減りましたけれども学校明かりが

ついているんですよね。そういう状況であるということも併せて説明していた

だいて、こういう状況だと、先生たちやっぱり土日も残業で非常に休めないと

いう状況があるということも併せて教えていただきたいかなと思います。意外

と先生たち、夏休みは夏休みを取っているみたいに思っている人も中にはいる

ので、全然違うということもやっぱり表現していただきたいかなと思います。

本当に働き方改革働き方改革と言葉だけが行っていて、実際の現状を知らない

方がたくさんいらっしゃるので、そこも併せてお話ししていってくださればと

思います。よろしくお願いします。 

 

 

𠮷原委員   じゃあ、今ちょっと宮本委員さんの言葉の中で気になる点は、有償化すると

いう点。これはきっといろんな問題を抱えるよね。つまり、有償化することに

よってその人に責任を持たせるということになってしまって、登下校の見守り

がなかなか広がらなかったというのは、責任を持って子供を安全に渡せれば何

も問題ないんですが、事故があったときに誰の責任ですかと世の中はなっちゃ

うので、そのときに、いやボランティアですというのと、僅かだけれどもお金

頂いてやっていますでは、責任の重さが全然違うんですよね。だから、実際に
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ボランティアをやる人たちが遠慮されるというのは、お金が欲しくないわけじ

ゃなくて、責任をかぶせられるのがちょっと嫌なんだと。だから、あくまでも

無償で善意でやっているんですよというのを通したいというのは、私なんかは

現職の頃に言われたことなんですね。でも、今の若い人たちはお金を払ってで

もやってもらったほうがありがたいというふうに思う方が出てきているのも事

実だと思いますね。 

  だから、その辺どういうふうにバランス取るかね、責任取ってやってくれる

んならそれは大変ありがたいんですけれども、緑のおばさんって昔いましたよ

ね。あれが無くなったのは事故に巻き込まれてですからね。渡してあげようと

思ったんだけれども、車がそれを無視して通って事故に遭わせてしまった。そ

のときに、マスコミとかは緑のおばさんの責任を追及したんですよね。あくま

でもボランティアでやっているんだけれども、あるいはＰＴＡのボランティア

でやっているんだけれども、その責任を追及されるのが嫌だという、だからそ

の辺少しバランス取って検討した上でないと、うかつに有償にしましょうとい

うのは難しいかもしれないですね。 

 

 

宮本委員   そうですね。じゃあ、おじさんたちに有償だと責任が重くなるから、でも気

楽にはやれない仕事ですよね、お子さんの見守りというのは。だから尻込みす

る方もいらっしゃるのかな、割とご高齢に…… 

 

 

磯山委員   １点、ごめんなさい、よろしいですかね。 

  ちょっと法律の世界でいうと、有償か無償かの話と責任が発生するかどうか

というのは基本的には別の話なんですよ。無償だから責任がないということに

はなってこないので、結局何をやっているかによって責任が発生するかどうか

なんですね。対価性があるとやっぱり業務の専門性といったものが高くなると

いう、義務として高くなるということはあるのかもしれないですけれども、基

本的にはボランティアであっても、やっぱり責任が発生し得る可能性というの

はどうしても出てきちゃうんですね。例えばですけれども、その予算が出ると

いうことであれば、寄附でも何でもいいんですけれども、そういうものを何か

そういったときのための保険に使うとか、そういう形で即応支援じゃないです

けれども、直接渡すとかじゃなくて何かしら事故があったときのための担保と

して使うとか、そういったことは可能だと思うので、当然直接渡すということ

でもいいとは思うんですけれども、多分そこは一般の方は結構誤解がもしかし

たらあるかもしれないですね。お金もらうと責任が重くなっちゃうんじゃない

かというところは。必ずしも間違いというわけではないんですけれども。 
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𠮷原委員   責任が重くなるというか、責任を感じてしまうという。 

 

 

磯山委員   責任を感じてしまう、そうですね。だから、無償だから責任がないというこ

とでもなかったりするので、その辺はちょっとお金だけで、もらうかどうかだ

けで解決するものではなかったりするので、むしろ責任がもし発生したときも

ちゃんとフォローができるような制度設計という形にしておいたほうがいいの

かなという感じはしますけれどもね。 

 

 

宮本委員   そうすると、この募集をする際にきちんと職務というか、ここまで見ていた

だくんだけれども、万が一事故があったときには保険でカバーしますとか、そ

ういう文言を伝えるんでしょうか。 

 

 

磯山委員   保険でカバーしますというまず制度があれば、そういう話ができるとは思う

んですね。 

 

 

宮本委員   というわけで、尻込みする方たちに対して、そんなに尻込みすることはない

ですよというお話はできるということですか。 

 

 

磯山委員   例えば、もし何かあったときも保険なんかがあるんですよということであれ

ば、それはやっぱり責任を負わされるのが嫌だねという人に対しては背中を押

す材料にはなってくるのかなと思いますけれどもね。 

 

 

𠮷原委員   牛久市では、市民活動課が保険入っていなかったでしたっけか。もうやめち

ゃったんでしたっけか。あれは池辺市長のとき。（「入っています」の声あ

り）ボランティア活動やっているときの保険というのは。 

 

 

教育部長   実際に牛久小で見守りやっていて事故に遭った方がいたんですけれども、そ

の方に対して保険金出ていますね。 

 

 

磯山委員   ボランティア活動に使える保険ということですか。 
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教育部長   そうです。 

 

 

磯山委員   そういうのがあると、むしろ責任問題になったときの、基本的には善義問題

というか倫理的なものもありますけれども、金銭賠償とかそういったところも

出てくるでしょうから、金銭的な部分に関してはフォローされていますよとい

うことでご説明いただければ、多少なりともその不安は解消されるかなという

感じはしますね。無償だから責任負わなくていいですということにはならない

ので、そこは説明を間違えないようにしていただければいいかなとは思いま

す。 

 

 

   議案第５号について出席者全員の賛成を得る。 

 

 

教育長   次に、議案第６号「牛久市学校現場における働き方改革検討会議設置訓令を

廃止する訓令について」、事務局より説明をお願いいたします。 

 

 

教育総務課長   議案第６号、牛久市学校現場における働き方改革検討会議設置訓令を廃止す

る訓令につきまして、ご説明いたします。 

  議案第５号で牛久市立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実

施計画についてご説明したところですけれども、今後の検討は学校の実態に合

わせて推進するために教頭会でプロジェクトチームを立ち上げるなど、校長

会、教頭会、教務主任会も活用して実効性のある取組をしていきたいと考えて

おります。 

  現行の検討会議設置訓令では、メンバーが教育委員会次長、各課課長と学校

代表者となっており、教育委員会内部のメンバーが中心となっていました。今

後はより学校現場の意見、要望に合った取組を実施していくために訓令を廃止

するものです。 

  以上です。 

 

 

   議案第６号について質疑を受けるが質疑なし。出席者全員の賛成を得る。 

 

 

教育長   次に、議案第７号「牛久市立学校管理規則の一部を改正する規則につい

て」、事務局より説明をお願いいたします。 
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教育総務課長   議案第７号、牛久市立学校管理規則の一部を改正する規則につきまして、ご

説明いたします。 

  養護教諭及び栄養教諭の標準的な職務を明確化するため、標準的な職務内容

を定めるための規定を追加するものでございます。 

  標準的な職務内容につきましては、議案第８号で上程してございます。 

  以上です。 

 

 

   議案第７号について質疑を受けるが質疑なし。出席者全員の賛成を得る。 

 

 

教育長   次に、議案第８号「牛久市立学校養護教諭及び栄養教諭の標準的な職務の内

容及び職務の遂行に関する訓令について」、事務局より説明をお願いいたしま

す。 

 

 

教育総務課長   議案第８号、牛久市立学校養護教諭及び栄養教諭の標準的な職務の内容及び

職務の遂行に関する訓令について、ご説明いたします。 

  文部科学省通知及び茨城県教育委員会通知に基づきまして、養護教諭及び栄

養教諭の標準的な職務を明確化するため例規を整備するものでございます。 

  この訓令は、養護教諭及び栄養教諭の標準的な職務の内容等を定めることに

よりまして、養護教諭及び栄養教諭がその専門性を発揮して職務を遂行できる

ようにすることを目的とするもので、養護教諭の標準的な職務を別表第１に、

栄養教諭の標準的な職務を別表第２に入れております。 

  内容につきましては、養護教諭部会、栄養教諭部会に確認した上で文部科学

省が示している例のとおりとしております。 

  条文を見ていただきますと分かるとおり非常に柔軟な規定となっております

ので、校長の裁量で様々な対応ができるものと考えております。 

  説明は以上です。 

 

 

教育長   事務局の説明が終わりました。質問等ありましたらお願いいたします。 

 

 

𠮷原委員   事務職とか養護教諭とか栄養教諭というのは学校では一人職と言われて、大

規模校以外は１人しか配置されていないんですね。ですから、なかなか相談し

合うというのができないので、管理職の指導というのが非常に大事になってく

ると思うので、そういうのを明確にした上でこういうのをつくっているのであ

りがたいなと思っているんですが、その中で１点、３月１１日にいわき市で赤

飯給食が出て、それが直前になって廃棄されたという問題でちょっとにぎわし
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ていましたよね。ここにも栄養職員の栄養管理に関することということで献立

作成というのがあるんですよね。多分いわき市でも献立表で知らせているから

献立作成しているんだと思うんですけれども、あれはセンター方式なので多分

いろんな栄養教諭とか関わってつくられたと思うんですが、何で当日までね、

献立表を見る人もいなかったのか、あれがすごく悲しくて、思ったのは、多分

今も牛久ではやっていると思うんですが、毎月献立会議と集まってやっていま

すよね。（「はい」の声あり）それをまたホームページとかで流してやってい

ますよね。だから誰かは気がついたはずなんですけれども、そういうのが当日

になるまで、しかも当日苦情を言った人というのは保護者ではないんですよ

ね。保護者じゃない人が学校へ、学校が慌てて教育委員会に流して、教育委員

会も慌ててじゃあやめましょう、廃棄しましょうとなっちゃったというので、

何かその辺のシステムが、せっかく栄養教諭は卒業生のために、お祝いのため

につくった、３月１１日が卒業式の前日だったからそれで出す、そんなの１か

月も前に分かっているのに、あの東日本大震災の被害を受けた人たちでさえ、

その３月１１日というところが抜けちゃっていて、それが突然１人の人の発言

でころっとひっくり返ってしまう。 

  うちの娘、栄養教諭なのでやっているんですけれども、その話をしたら、や

っぱり非常に悲しいと言っていましたね。食物を廃棄してしまう。もしあれだ

ったらば別な日に献立表を変えればよかった、献立の日にちをね。 

  あとはもう一つは、いわき市の市長さんが言ったようにきちんと哀悼の意を

ささげて、それから食すのだったら何ら問題ないだろうという。それが何で教

育委員会でああいう判断をしちゃったのかという、要するに現場をきちっと把

握できているのかなという、あれ先生方だったらきっと「いや」と思ったと思

うんですけれども、行政職の人たちはそこまで思いが至らなかったのかなとい

うことで、ぜひこういう献立表づくりとかにも、やっぱり事務局のほうもきち

っと、一般の市民ばかりじゃなくてみんなの目を通してチェックしておく必要

があるのかなと。特に今アレルギーとか、ああいうのでも非常にうるさくなっ

てきているので、やっぱり複数の目でチェックできるような給食の機能をぜひ

位置づけてほしいなと。栄養教諭、養護教諭、事務職に任せるんではなくて、

やっぱりチェック体制、確認体制、相談体制、そういうものをぜひ併せてつく

っていただければありがたいなと思います。すみません、長くなって。 

 

 

   議案第８号について出席者全員の賛成を得る。 

 

 

教育長   次に、議案第９号「牛久市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則

について」、事務局より説明をお願いいたします。 
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教育総務課長   議案第９号、牛久市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則につき

まして、ご説明いたします。 

  今回の教育委員会事務局組織規則の改正につきましては、教育施設課、教育

支援課、生涯学習課、スポーツ推進課の事務分掌を変更するものでございま

す。 

  お配りしております議案ですと改正部分がちょっと分かりにくくなっており

ますので、ちょっとページを進めていただきまして、８ページ目、改正の前後

が分かるように見え消しになったりという形でつくっておりますので、こちら

をご覧ください。 

  まず、教育施設課ですけれども、こちらは（４）おくの義務教育学校の建設

に関することを削ります。それに伴いまして、それ以下の番号がずれておりま

す。 

  次に、教育支援課ですけれども、こちらは（２５）ＩＣＴ支援員の派遣に関

することを加えております。それから、（３５）教育関連相談受付電話に関す

ることが追加されております。また、（２２）県費負担教職員の研修に関する

ことを（３８）に移動しております。県費関係が集めて全部まとめておりま

す。それに伴いまして、番号がずれております。 

  次に、生涯学習課です。一番下になります。（２４）ひたち野うしく中学校

及びおくの義務教育学校地域活動室に関すること、（２５）文化部活動の地域

展開に関することを追加しております。 

  次に、スポーツ推進課です。（２）スポーツチャンピオンフェスティバルに

関すること、（１５）利用者の調査統計及び公聴に関することを削りまして、

それに伴って番号がずれております。また、修正後、（１０）大会出場補助金

に関すること、（１１）運動部活動の地域展開に関することは文言を変えてお

ります。 

  以上が今回の改正の内容でございます。 

  説明は以上です。 

 

 

   議案第９号について質疑を受けるが質疑なし。出席者全員の賛成を得る。 

 

 

教育長   次に、議案第１０号「令和８年度学校医学校歯科医の委嘱について」、事務

局より説明をお願いいたします。 

 

 

教育総務課長   議案第１０号、令和８年度学校医学校歯科医の委嘱について、ご説明いたし

ます。 

  来年度の学校医と学校歯科医につきまして、牛久市医師会と牛久市歯科医師

会から変更の推薦がありましたので、新たな学校医及び学校歯科医を委嘱する
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ものでございます。 

  議案書を１枚めくっていただきますと、向台小学校の学校医として、あだち

内科クリニックの足立秀喜先生とさくら台土肥クリニックの土肥敏樹先生に委

嘱をしておりましたが、岡見第一医院の久野越史先生とえのもと皮ふ科の榎本

久子先生にお願いすることになります。 

  次に、神谷小学校の学校医ですが、さくら台土肥クリニックの土肥敏樹先生

に委嘱しておりましたが、はなみずきクリニックの髙山典子先生にお願いする

ことになります。 

  次のページに移りまして、牛久第一中学校の学校歯科医として、さぬき歯科

の讃岐成裕先生に委嘱しておりましたが、中澤歯科医院の中澤貴士先生にお願

いすることになります。 

  変更の先生方につきましては、令和８年４月１日から委嘱することになりま

す。 

  以上です。 

 

 

   議案第１０号について質疑を受けるが質疑なし。出席者全員の賛成を得る。 

 

 

教育長   次に、議案第１１号「牛久市教育振興基本計画実施計画（令和８年度～令和

１０年度）の策定について」、事務局より説明をお願いいたします。 

 

 

教育総務課長   議案第１１号、牛久市教育振興基本計画実施計画の策定につきまして、ご説

明いたします。 

  牛久市教育振興基本計画実施計画につきましては、先月委員の皆様に案をお

配りしましてご確認いただきまして、その際にいただいたご意見を盛り込んだ

内容となっております。令和７年度からの第２期教育振興基本計画に対応する

ように各課の事務事業をまとめるような形でつくっております。 

  説明は以上です。 

 

 

   議案第１１号について質疑を受けるが質疑なし。出席者全員の賛成を得る。 

 

 

教育長   次の、議案第１２号「情報公開部分決定処分に係る審査請求に対する裁決に

ついて」でありますが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第

７項により、出席委員の３分の１以上の多数で議決したときにこれを公開しな

いことができます。 

  この議案については非公開にしたいと思いますが、委員の皆様にお諮りしま
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す。非公開とすることに賛成の委員は挙手をお願いいたします。 

 

 

   （賛成者挙手） 

 

 

教育長   全会一致で非公開に決定いたしました。 

  

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

教育長   以上で委員会の非公開を解除いたします。 

  次に、議案第１５号「牛久市就学援助規則の一部を改正する規則につい

て」、事務局より説明をお願いいたします。 

 

 

教育支援課長   議案第１５号、牛久市就学援助規則の一部を改正する規則について、ご説明

いたします。 

  ５点あります。 

  まず１点目は、認定開始日の見直しとなります。現行では申請を受けた翌月

１日から認定することとしていましたが、実際の運用では新年度４月分につい

ては４月受付分を４月認定として取り扱っておりました。この運用規則の不一

致を解消し、制度利用者にとって分かりやすい仕組みとするため、申請を受け

付けた当月１日から認定するように規則を改めるものとなっております。 

  ２点目については、申請書類の提出方法の改正となります。これまでは申請

書類を学校を経由して提出するものとなっておりましたが、教育委員会に直接

提出できるようにするというふうにしております。 

  ３点目は、校長意見書の取扱いの見直しです。現行では全ての申請者に対し

て校長意見書の提出を求めていますが、実務上では必ずしも必要でない部分も

ありますので、必要な場合に限り教育委員会から学校へ照会をするという方式

に改めたいというものです。 

  ４点目は、生活保護受給者の申請省略です。生活保護受給者については、現

在も社会福祉事務所から受給者情報の提供を受けており、就学援助の認定に必

要な情報が把握できておりますので、手続を要せず認定できるとしていきたい

と考えております。 

  最後、５点目です。国のシステム標準化に伴う様式の変更となります。国に

よる就学援助関連システムの標準化により、申請様式や表題や構成が変更され

るため、規則に定める様式について標準化後の様式に改めるという内容となっ

ています。 

  また、第５条第１項については、就学援助の認定に必要となる所得等の書類

について教育委員会が公簿等により証明すべき事実を確認できる場合には、当
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該書類を省略できるということも追加させていただきました。 

  効率的であったり、または申請者の負担軽減というところで改正を考えてお

ります。よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

 

 

   議案第１５号について質疑を受けるが質疑なし。出席者全員の賛成を得る。 

 

 

教育長   次に、報告第６号「牛久市文化芸術振興基本計画における進行評価（令和６

年度）について」、事務局より説明をお願いいたします。 

 

 

生涯学習課長   まず、報告に入らせていただく前に、議案第３号で𠮷原委員よりいただきま

した映像の期間について申し上げます。映像の保存期間につきましては、同規

則の第９条の規定により２週間以内と定められております。 

  以上です。 

  続きまして、報告第６号、牛久市文化芸術振興基本計画における進行評価

（令和６年度）について、ご説明させていただきます。 

  おめくりいただきまして、表をご覧ください。 

  文化芸術事業における前年の令和６年度の評価につきまして、文化芸術振興

審議会にご審議をいただき、ご助言やご提言をいただきましたので、ご報告を

させていただきます。 

  こちらの表につきましては、青の点線部分が担当課の自己評価、赤の線部分

が審議会の評価となっておりまして、こちらにありますように生涯学習課によ

る自己評価平均が３．０なのに対しまして、審議会による外部評価平均は３．

１となってございます。 

  １枚おめくりください。 

  補記ということで、１ページから２ページにわたりまして書いてございます

のは、当審議会の会長であります後藤雅宜委員による総評でございます。 

  続きまして、３ページから最後の１０ページにつきましては、後藤委員が抜

粋させていただきました各委員からの具体的な提言等となっております。こち

らにつきましては全てお読みいただければと思います。 

  説明は以上です。 

 

 

   報告第６号について質疑を受けるが質疑なし。 
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教育長   次に、報告第７号「牛久市文化芸術推進基本計画の策定について」、事務局

より説明をお願いいたします。 

 

 

生涯学習課長   報告第７号、牛久市文化芸術推進基本計画の策定について。 

  こちらにつきましては、先ほどご説明させていただきました議案第２号であ

ります、牛久市文化芸術基本条例の第９条にのっとりまして、牛久市教育委員

会は、中略、文化芸術に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、文

化芸術の推進に関する基本的な計画（以下「基本計画」という。）を定めるも

のとする。こちらの条文にのっとりまして策定するものでございます。 

  つけていただいておりますのは概要版でございます。実際の計画につきまし

ては９０ページにわたるものとなっておりまして、３回の審議会を経て、ま

た、令和８年に入ってから１月下旬から２月２０日までパブリックコメントを

いただき、その後また第４回の審議会を経て、先般答申を行い、本日の教育委

員会定例会で報告をさせていただくものとなっております。 

  簡単ですが、説明は以上です。 

 

 

   報告第７号について質疑を受けるが質疑なし。 

 

 

教育長   次に、報告第８号「牛久市文化芸術振興審議会答申について」、事務局より

説明をお願いいたします。 

 

 

生涯学習課長   報告第８号、牛久市文化芸術振興審議会答申について。 

  こちらにつきましては、先ほど報告第７号で申し上げました牛久市文化芸術

振興基本計画の策定について、牛久市長より当牛久市文化芸術振興審議会宛て

に諮問をいただいておりまして、様々な計画との整合性や持続可能な内容とな

っているかなどのご審議をお願いしますという諮問がございましたので、それ

を受けまして答申を作成したものとなっております。 

  後藤委員長により４ページにわたる答申を頂戴いたしまして、先般市長に答

申の報告をさせていただいたところでございます。内容につきましてはお読み

ください。 

  以上です。 

 

 

   報告第７号について質疑を受けるが質疑なし。 
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教育長   次に、報告第９号「牛久市放課後児童健全育成事業補助金の交付に関する告

示の一部を改正する告示について」、事務局より説明をお願いいたします。 

 

 

教育総務課長   報告第９号、牛久市放課後児童健全育成事業補助金の交付に関する告示の一

部を改正する告示につきまして、ご説明いたします。 

  こちらの補助金ですけれども、こども家庭庁の補助金でして、子ども・子育

て支援交付金の対象となる事業が増えたために改正するものとなっておりま

す。 

  追加となった事業は、事業継続支援事業というもので、物価上昇の厳しい環

境の中でも安定的な事業運営を継続して遂行できるような物品購入等が補助の

対象となっております。 

  以上です。 

 

 

   報告第９号について質疑を受けるが質疑なし。 

 

 

教育長   次に、報告第１０号「令和７年度牛久市物価高騰に対応するための放課後児

童健全育成事業者への補助金の交付に関する告示について」、事務局より説明

をお願いいたします。 

 

 

教育総務課長   報告第１０号、令和７年度牛久市物価高騰に対応するための放課後児童健全

育成事業者への補助金の交付に関する告示につきまして、ご説明いたします。 

  物価高騰の影響を受けて光熱水費等の負担が大きくなっています民間の児童

クラブ事業者に対しまして、そのサービス提供体制を維持するために国の物価

高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した補助金を交付するための規定

となっております。 

  市内で対象となる児童クラブは２つございまして、南２丁目にあるＹＭＣＡ

わいわい児童クラブと、中央１丁目にあるやまびこという児童クラブです。そ

れぞれ前年度と同様に、ＹＭＣＡわいわい児童クラブへは６万５，０００円、

やまびこには３万円を物価高騰分として交付するものとなっております。 

  説明は以上です。 

 

 

   報告第１０号について質疑を受けるが質疑なし。 
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教育長   次に、報告第１１号「牛久市学校給食費条例施行規則の一部を改正する規則

について」、事務局より説明をお願いいたします。 

 

 

教育総務課長   報告第１１号、牛久市学校給食費条例施行規則の一部を改正する規則につい

て、ご説明いたします。 

  学校給食の材料費は、物価高騰の影響もありまして年々上がっております。

給食の量や質を維持していくために、不足分につきましては市が負担をしてき

ましたけれども、教職員の給食について実費として実際にかかっている材料費

分を負担していただくために、給食費の見直しを行っております。 

  具体的には月額４，６９０円であったものを６，０９０円に、日額では２７

０円であったものが３５０円となります。 

  幼稚園の教職員については月額３，７５０円であったものを４，８７０円に

改正しています。 

  そのほか、給食基準回数について学校給食法に規定されているため削り、後

に続く条文の繰り上げを行っております。 

  以上です。 

 

 

   報告第１１号について質疑を受けるが質疑なし。 

 

 

教育長   それでは、本日の議事は終了いたしました。 

  これにて３月定例会を終了いたします。 

  次回の定例会は、令和８年４月２３日木曜日、リフレビル４階第１会議室、

午後１時４５分での開催となります。よろしくお願いいたします。この後、教

育委員会全体での打合せを行いますので、そのままお待ちください。 

  


